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○
講
習
会
開
催
日

　
令
和
３
年
１
月
14
日
㈭
、
19
日
㈫
、

　
21
日
㈭
、
26
日
㈫
、
28
日
㈭

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
の
た
め
、
日
程
等
の
変
更
が
生

じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
申
込
資
格

・
50
歳
以
上
で
常
勤
の
職
業
に
つ
い

て
い
な
い
町
民
で
、
認
定
後
に
地

域
活
動
に
参
加
で
き
る
方

・
講
習
会
全
日
程
に
参
加
で
き
る
方

※
認
定
後
は
、
シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ

体
操
指
導
士
会
に
加
入
し
、
会
を

通
し
て
の
活
動
と
な
り
ま
す
。

○
講
習
内
容

・
講
義
　

　
介
護
予
防
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
推
進
、
解
剖
生
理
学
、
老
化

と
病
気
、
高
齢
者
の
食
生
活
等

・
実
技

　
い
き
い
き
ヘ
ル
ス
体
操
、
い
き
い

き
ヘ
ル
ス
い
っ
ぱ
い
体
操
他

○
受
講
料
　
無
料

 

（
交
通
費
・
昼
食
代
は
自
己
負
担
）

○
お
申
し
込
み
期
間

　
12
月
１
日
㈫
～
25
日
㈮

 

（
役
場
閉
庁
日
を
除
く
）

○
お
申
し
込
み
方
法

　
窓
口
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
・
高
齢
者
支
援
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

の
ハ
ウ
ス
（
『
強
靭
化
ハ
ウ
ス
』
）

に
限
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
補
強
対
策
に
つ
い
て
は
、「
茨
城

県
農
業
用
ハ
ウ
ス
災
害
被
害
防
止
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
具
体
的
な
支
援

策
に
つ
い
て
は
、
県
西
農
林
事
務
所

企
画
調
整
部
門
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
県
西
農
林
事
務
所
　
農
業
振
興
課

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
７
４

　
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、
１
年

間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
１
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明

書
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
日
本
年
金
機
構

よ
り
11
月
上
旬
か
ら
順
次
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
や

領
収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６

（25）
０
８
２
９

　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で

は
、
ひ
と
り
親
家
庭
（
母
子
家
庭
・
父

子
家
庭
）
の
お
子
さ
ん
の
新
入
学
時

に
祝
品
（
学
用
品
）
を
贈
呈
す
る
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
該
当
児
童
の
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

で
、
祝
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次

の
期
限
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

○
お
申
し
込
み
期
限

　
令
和
3
年
1
月
12
日
㈫

○
お
申
し
込
み
場
所
　

　
役
場
⑥
番
窓
口

※
詳
細
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
☎
０
２
９
（
２
２
１
）
７
５
０
５

　
近
年
、
農
業
用
ハ
ウ
ス
に
甚
大
な

被
害
を
与
え
る
自
然
災
害
が
多
発
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
県
で

は
、
農
業
用
ハ
ウ
ス
の
新
設
等
に
活

用
可
能
な
支
援
策
の
補
助
対
象
を
風

速
36

 

m/s
以
上
に
耐
え
ら
れ
る
強
度

　
昭
和
23
年
12
月
10
日
、
国
連
総
会

で
世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
の

を
記
念
し
、
毎
年
12
月
10
日
を
「
人

権
デ
ー
」
と
定
め
ま
し
た
。

　
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
人
権
デ
ー
を
最
終
日
と

す
る
12
月
４
日
～
10
日
ま
で
を
「
人

権
週
間
」
と
し
て
各
種
の
人
権
啓
発

活
動
を
行
い
ま
す
。

　
人
権
週
間
に
当
た
り
、
人
権
は
、

自
分
と
同
じ
よ
う
に
他
の
人
に
も
あ

る
こ
と
の
理
解
を
深
め
、
お
互
い
に

相
手
の
立
場
を
尊
重
し
、
豊
か
な
人

間
関
係
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

○
令
和
２
年
度
　
啓
発
活
動
強
調
事
項

　
～
人
権
啓
発
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
～

　
「
誰
か
」
の
こ
と
　
じ
ゃ
な
い
。

・
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

・
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

・
高
齢
者
の
人
権
を
守
ろ
う

・
障
害
を
理
由
と
す
る
偏
見
や
差
別

を
な
く
そ
う

・
部
落
差
別
等
の
同
和
問
題
に
関
す

る
偏
見
や
差
別
を
な
く
そ
う

・
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
偏
見
や

差
別
を
な
く
そ
う

・
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
等
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
を
な

く
そ
う

・
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対
す

る
偏
見
や
差
別
を
な
く
そ
う

・
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権

に
配
慮
し
よ
う

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵

害
を
な
く
そ
う

・
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う

・
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
や
差

別
を
な
く
そ
う

・
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
偏
見
や

差
別
を
な
く
そ
う

・
性
自
認
を
理
由
と
す
る
偏
見
や
差

別
を
な
く
そ
う

・
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

・
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
偏
見

や
差
別
を
な
く
そ
う

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局

　
茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
☎
０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
１

　
県
税
事
務
所
で
は
、
車
検
用
納
税

証
明
書
の
他
に
、
次
の
２
種
類
の
証

明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

①
税
目
別
、
年
度
ご
と
の
納
税
状
況

の
証
明
書

②
す
べ
て
の
県
税
に
つ
い
て
の
未
納

の
な
い
こ
と
の
証
明
書

※
申
請
前
に
、
ど
ち
ら
が
必
要
か
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
印
鑑

  

（
法
人
は
代
表
者
の
登
録
印
）

・
本
人
確
認
で
き
る
も
の

 

（
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の  

　
も
の
）

・
証
明
手
数
料
（
現
金
）

 

（
１
件
に
つ
き
４
０
０
円
）

※
代
理
人
申
請
の
場
合
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

※
直
近
（
約
２
週
間
程
度
）
に
県
税

を
納
め
た
場
合
、
そ
の
領
収
書
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎

（87）
１
１
２
０

　
不
動
産
の
相
続
登
記
を
せ
ず
に
放

置
し
て
お
く
と
、
権
利
関
係
が
複
雑

と
な
り
、
後
々
、
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル

が
起
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
次
世
代
の
子
ど
も

た
ち
の
た
め
に
相
続
登
記
を
し
ま

し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
茨
城
司
法
書
士

　
☎
０
２
９
（
２
２
５
）
０
１
１
１

・
茨
城
土
地
家
屋
調
査
士
会

　
☎
０
２
９
（
２
５
９
）
７
４
０
０

・
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　
☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
５

令
和
３
年
度
小
学
校
新
入
学
児
童

に
対
し
入
学
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
控
除

証
明
書
の
送
付
に
つ
い
て

12
月
４
日
～
10
日
ま
で
は

人
権
週
間
で
す

農
業
用
ハ
ウ
ス
の
強
靭
化

を
行
い
ま
し
ょ
う

県
税
納
税
証
明
書
に
つ
い
て

掲

示

板

相
続
登
記
は

お
済
み
で
し
ょ
う
か
？


